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・群馬県桐生市 「空き家対策の取組について」

・群馬県群馬東部水道企業団

「水道事業広域化について」「官民連携について」

　別紙報告書のとおり

委員会行政視察報告書　

観光建設常任委員会

活　　動　　委　　員　　名

久慈　年和　委員長 笹渕　峰尚　副委員長 山田　洋子　委員

小笠原　良子　委員 江渡　信貴　委員 工藤　正廣　委員

小川　洋平　委員

経　　費　　区　　分

一人当りの費用

内容及び成果

※視察報告書の充実を図るため、視察時の質疑応答事項等も記載してください。視察者個々の所感は別途作成し添付してください。

合計金額

467,461 ― 7,372 67,833 474,833

期　　間
（年月日）

令和５年11月16日（木）　～　令和５年11月17日（金）（ 1泊 2日）

視察事項

視察先 　群馬県桐生市、群馬県群馬東部水道企業団





















群馬県桐生市 「空き家対策の取組について」視察報告書

観光建設常任委員会
副委員長 笹渕峰尚

人口減少や家族構成の変化などから、誰も住んでおらず、また適正な管理

もされていない空き家が全国的に増加している。管理されていない空き家

によって、火災や倒壊、屋根や外壁の飛散などの危険性の増大、不審者の

侵入などの治安の悪化、害獣や害虫の発生による公衆衛生の悪化、景観の

阻害など、様々な問題が発生している。また、空き家の数は年々増えてお

り、この傾向はしばらく続くことが予想さる。このような問題に対して、

平成 27年 5月 26 日、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面

施行された。そのため桐生市では令和 3年度に実態調査を行い 4471 件の

空き家を確認、県内他市と比べ空き家率が高い事が判明した。主な取組と

しては空き家の抑制、利活用、除去であり空き家対策協議会を設置し計画

的に取組んでいる。また国の補助金や助成金の活用や特別控除といった

様々な策により空き家対策を行なっていた。

当市においても「十和田市空家等対策計画」を策定しているが空き家は増

える傾向にある。桐生市のように市民と情報を共有し、より踏み込んだ対

策が必要だと感じる事ができた視察となった。



群馬東部水道企業団「水道事業広域化」「官民連携」について

視察報告書

観光建設常任委員会
副委員長 笹渕峰尚

人口減少などに伴う料金収入の減少や老朽化した施設の更新など、水道事業

を取り巻くさまざまな課題を解決するため、国では水資源を有効利用して

施設を合理的に利用する水道事業の広域化を推進している。これを受け、群

馬県東部の 3市 5町(太田市・館林市・みどり市・板倉町・明和町・千代田

町・大泉町・邑楽町)は、平成 24 年 7月に群馬東部水道広域研究会を立ち上

げ、平成 25 年 7月には「群馬東部水道広域化基本構想」を策定した。最終的

な広域化の姿は、経営主体を構成団体による企業団とする事業統合とし、本

年度から 3 年間で検討・協議を進め、平成 28 年 4 月の事業統合を目標と

している。事業統合の時期は、広域化の効果を最大限に引き出すために、国

庫補助制度（水道広域化促進事業 水道広域化促進事業 水道広域化促進事

業）を最大限活用するために早期の申請を目指す。現時点で各構成団体の施

設の老朽化は進んでおり早急に整備を開始する必要だが、単独整備を最小限

に留め早期に広域化を前提とした整備を開始することの 2 点を考慮してい

る。この構想は太田市長がキーマンとなり組織をまとめることができたから



実現できたことなので「十和田地域広域事務組合」においてこれと同じよう

に行うには組織をまとめる首長の役割が重要となるのではないかと感じた。

将来的に水道事業は広域化と官民連携が必要であることを学ぶ事ができた視

察となった。

















群馬東部水道企業団の広域化について

江渡信貴

群馬県東部に位置する太田市、館林市、みどり市、板倉町、

明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町の３市５町は、上水道

事業の広域化を推進するため、2012 年 7 月に群馬東部水道

広域研究会を設置し、群馬県東部地域の水道広域化について

の 検討を進めてきたそうです。

２０５０年までにこの地域の人口は 22.6％の減少。給水量

は 26％減少。将来的な維持管理コスト等を鑑みれば近隣市

町村で施設統廃合を行い必要があることから施設の再構築

や更新計画の策定、延命化（長寿命化）のための修繕及び維

持管理の取組みが重要であるとの意見集約にたどり着きこ

の計画が持ち上がった。

広域化にあたり水源の有効活用、安定供給体制の向上、維持

管理費・更新費用の低減、災害対策の推進の４つの視点で進



めていったそうです。事業統合に伴って、資金や人材、水資

源等の経営資源の共有化を図ることにより、事業運営の効率

が高まり、技術的な要素の組織化・体系化によってサービス

水準や品質の向上を目指すことを方針とし、経営方針は重複

投資を避けた施設の合理的利用と浄水場等の統廃合による

建設投資費用の削減と国庫補助の活用、事業運営の効率化や

包括業務委託による費用削減を図るとしました。

広域化による経費の削減効果として

①建設事業費の削減

・水道施設の再構築では事業費を約２０億円削減

・国庫補助金制度の活用により水道事業者の負担を焼く７

９億円削減

②人件費及び維持管理費の削減

・包括業務委託による運営で人件費及び維持管理費を年

間２億円程度削減

③財政シュミレーションによる試算

・統合時では各団体の料金水準等を維持可能（サービス水



準や品質は向上）

これを踏まえ事業計画を立て２０２０年に運営を開始しま

した。

十和田市においても将来的に人口減少、収益の激減、維持

管理費等考えると、包括事業委託を企業団構成団体の全域

に展開したことで、サービス水準の格差解消に効果が伺え

る。水道施設の老朽化に対し国庫助成を使える。事業環境

がますます厳しくなることが想定される中、外部機関を活

用することで、専門性の確保に限らず、客観的かつ公平な

視点からのモニタリングが可能となるといった群馬東部水

道企業団の作り上げた環境に近づくことが出来るのではな

いかという考えに至りました。



空き家対策の取り組みについて

江渡信貴

日本の住宅・土地統計調査（総務省）によれば、空き家の総

数は、この 20 年で 1.8 倍（448 万戸→820 万戸）に増加し

ています。十和田市の総人口は、平成 10 年は 69,808 人で

したが、令和 5 年は 58,471 人となっていて約 16％の減

少。世帯数は増加傾向にあり、平成 10 年から令和 5 年ま

でに 約 1.2 倍となっています。その一方で、１世帯当たり

人口は減少し、平成１０年は 2.9 人だったのが令和 5 年は

2.1 人 と世帯人員の縮小が進んでいます。

そもそも空き家問題とは、手入れされない空き家が増える

ことによって引き起こされるさまざまな問題を指します。

・雑草が伸び放題で景観の悪化・不法侵入や住みつき、不

法投棄、放火などの犯罪リスク・不衛生な状態で異臭の発



生・建物の倒壊で人にケガをさせてしまうリスクなどがあ

り地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。

十和田市でも第２次十和田市空き家等対策計画を令和６年

～令和１０年度までの５年間策定している、協議会や空き家

条例も整っているが、市民に対する理解度向上のための創意

工夫等、今一歩横断的に踏み込んだ施策が必要ではないかと

感じています。










